
1 04．株式交換における債権者保護手続

塵
Ⅰ．現行制度の概要

商法では，株式交換 は完全親会社 となる会社の株式が対価 として完全子会社

とな る会社 の株 主 に交付 され るこ とを前提 としている こ とか ら，債権 者保護 手

続は要 しない。

Ⅱ． 改 正 の ポ イ ン ト

株式交換 において，完全親会社 となる会社 の株式以外の財産を完全子会社 と

なる会社 の株主 に対価 として交付 す る場合 には，完全親会社 となる会社 におい

て債権者保護手続が必要になった（会799①三）。

Ⅲ ． コ メ ン ト

株式交換 において，完全親会社 となる会社の株式が対価 として交付 されれば，

商法 と同様 に完 全親会社 となる会 社 において債権 者保護手続 は要 しない。
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第5 編 組織変更等

1 05．株式交換及び株式移転における資本等の増加限度額

Ⅰ．現行制度の概要

1 ．株式交換等における資本等の増加限度額

商法では，株式交換及び株式移転により完全親会社 となる会社の資本等の増

加限度額 は，完全 子会社 とな る会社 に現存 す る純 資産額 を基準 とす る （商357

（株式交換），367 （株式移転））。

2 ．現行法の課題

商法 の規 定 に対 し，次 の ような問題点が指摘 されてい た。

（1）他の商法上の規定 との相違

親会社の資本増加額は，その親会社が取得する財産を基準 として決定される

べきであ るが （合 併及 び分 割 は存 続会社 等 の取 得 す る資産 等 を基準 と してい

る），株 式交換等 で は子会社 となる会社の純 資産額 を基準 として いる。

（2）現存する純資産額

現存する純資産額が，子会社の簿価純資産額を指すのか時価純資産額を指す

のか明確 で ない。

また，簿価 純資産額 を指す場 合 には，簿価 と時価 には通常差 額が ある こ とか

ら差額の調整問題が生 じ，時価純資産 を指す場合には，どの範囲で時価評価す

べきか明確 でない。
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（3）会計基準の動向

完全 親会社 にお いて，パ ーチ ェス法 を採用 す る と（他 に持分 プー リング法が

ある），取得する完全親会社 となる会社が支払 う対価は公正価値 （時価）で評

価す るため ，商法 とか け離れ て しま う。

Ⅱ． 改 正 の ポ イ ン ト

株式交換及び株式移転において資本金又は準備金 として計上すべ き金額につ

いては，法務省令で定められる （会445⑤）。

法務省今では，株式交換等に際 しては，完全親会社 となる会社が取得する完

全子会社 とな る会社 の株式 の価額 を基準 として， その資本金又 は準備 金の増加

限度額 を定 め るこ とに なってい る。

Ⅲ ． コ メ ン ト

商法中の組織再編行為 に関する計算関係規定は，会計基準の設定 （「企業結

合に係 る会計基準の設定に関する意見書」平成15年10 月3 1日・ 企業会計審議会）

及びその会 計基準 を採用 した場合 にお ける会計処理 の障害 にな らない ような柔

軟な対 応 をす るため，会社 法で はな く法務省 令 に委 ね るこ とにしてい る （次 の

Q lO 6・ Q lO7 も同 様）。

■I
■t■

パーチ ェス法

持分プ ー リング法

3 19



第5 編 組織変更等

1 06．組織再編行為における剰余金の計上

Ⅰ．現行制度の概要

商法では，合併及び人的分割 （分割型分割）の場合 に限 り，消滅会社等の留

保利 益相 当額 につ いて存続 会社 等で は資本 準備 金 とす るこ とを要せず （商288

ノ2②～③ （新設分割），④ （吸収分割），⑤ （合併）），資本準備金 としなかっ

た額 を債権者保 護手続 を経 ないで処分 で きる剰余 金 とす る ことが で きる。

Ⅱ． 改 正 の ポ イ ン ト

債権 者保護手続 を行 うこ とを前提 として，組織 再編行為 において増加 すべ き

とされる資本金又 は準備 金 を増加 させ ないで剰 余金 に計 上す る ことを認 め るこ

とに統 一 した。

1 ．資本金の額及び準備金の額

合併・吸収分割・新設分割・株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備

金と して計上すべ き額 につい ては，法務省 令で定 め られ るが （会445⑤ ），その
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取扱 いは次の 2 ．の よ うに なる。

2 ．組織再編行為における剰余金の計上

（1）合併及び分割の場合

商法の規定を廃止するが （合併及び人的分割に限 り留保利益の引継 ぎを認め

る規定），合併及び分割の場合 には，存続会社等において債権者保護手続がと

られ るこ とか ら，存続会 社等 におい て増 加すべ き資本金又 は準備金 を増加 せず

に処分可 能 な剰余 金 に計 上す る ことが認 め られ る。

（2）株式交換及び株式移転の場合

上記 （1） と同様 に，債 権者 保護 手続 を行 う ことに よ り剰 余金 の計 上が 認め

られ る。

（3）簡易組織再編行為 を行 う場合

簡易組織再編行為の要件を満たす場合において，剰余金の計上は処分可能な

剰余 金が増加 し株 主利益 に資す る もの であるため ，株 主総 会の決議 を経 るこ と

なく剰余金の計上が認められる。

Ⅲ．実務対応

企 業結合 に係 る会計基 準 は平成 18年 4 月 1 日以後 開始年 度か ら適用 され る こ

とにな ってお り，会社法 の施行 も同時期 （平 成 18年 5 月予 定） とされて いる こ

とか ら，会計 基準 及 び税制 等の動 向を確 認す る必要が あ る。
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第5 編 組織変更等

1 07．組織再編行為において差損が生じる場合

Ⅰ．現行制度の概要

商法では，合併等において存続会社等に差損が生 じる場合 を想定 した規定は

ない。

これは，「資本充 実 の原則」 の帰 結 であ る と説 明 されて いるが ， この ような

制限が課 せ られてい るため，任 意の資 産の評価 替 え及 び・「のれん」 の計上等 に

より差損 が生 じない ようにす るこ とが実務 上行 われて いた。

Ⅱ． 改 正 の ポ イ ン ト

会社法 では，組織 再編行 為 において次 の よ うな差損 が生 じる場 合 であ って も

その組織再 編行為 を認 めるが，株 主稔会 の決議 を要す る こと とされ （その組織

再編行為が簡易組織再行為の要件 を満た した場合であって も）（会796③ ），あ

わせて所要の開示手続が設けられた （会795②）。

① 承継する資産の簿価が負債の簿価 を下回る場合

② 合併対価の存続会社における簿価が承継する純資産額を上回る場合
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Ⅲ ． コ メ ン ト

企業結合 に係 る会計基準 におけ る持分 プー リング法 に よる場合 に は，資産等

は適正 な帳簿価額 で引 き継 ぐこ とが求 め られ，任 意 にその評価替 え を行 うこと

は認め られず，「の れん」 の計 上 も許 され な くな る。

Ⅳ．実務対応

組織再編行為のうち存続会社等において差損が生 じる場合には，資本の部の

計数を減少する必要があるため （資本又は準備金の減少，剰余金の減少），常

に株 主総会 の決議 が 必 要 とな る （簡易 組 再編 行為 の 要件 を満 た した場 合 も含

む）。
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第5 編 組織変更等

1 08．吸収合併及び吸収分割の効力発生日

Ⅰ．現行制度の概要

1 ．登記 日が効力発生 日

商法 では，合併及 び分割 は登 記 の 日を効力発 生 日として いる（商102，4 16① ，

3 7 4ノ2 5他 ）。

2 ．見直 しの要請

契約等 で定め られ る実 質的 な効力 発生 日と事実 上の効力 が発生 した こ とを要

件として行 われ る登 記 の 日が法律 上の効力 発生 日とされてい るこ との差異 の存

在につ いて，公 開会社 におけ る株式 の 円滑 な流通 に支障 を来た してい る とい う

指摘があった。

Ⅱ． 改 正 の ポ イ ン ト

1 ．吸叫文合併及び吸収分割の効力発生 日

吸収合併及び吸収分割については，その組織再編行為 を行 う当事会社 間で定

めた一定 の 日にお いてそ の効力 が発 生す る こ ととされた （会750①・ ③ ～⑤他

（ 吸収合併），759①・⑨～⑤他（吸収分割））。
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ただし，効力の発生後，登記までの間の利害関係人の保護等のため，吸収合

併の効 力発 生 は，登 記 を しなけれ ば第三者 に対抗 す る こ とがで きない （会750

（ 乳 752（彰）。

2 ．新設合併及び新設分割

新 たに会社 を設立す る場 合 には，設 立の効力発 生 日は登 記 の 日とされてい る

ことか ら （会49），新 たに会社 を設立す る新 設合併 及 び新 設分 割 は，登 記 の 日

に効力が発生することとされた（会 754① 他（新設合併），764① 他（新設分割））。

Ⅲ ． コ メ ン ト

登記までの問の利害関係人の保護等 とは，例えば，吸収合併において合併の

効力 が発生 し消滅 会社 が消滅 してい るに もかか わ らず，合 併の登記 が される前

に消 滅会社 の代表 者 と取 引 を した著 その他 の利 害関係 人の保護 をい う。

Ⅳ．実務対応

吸収合併及び吸収分割の効力発生 日が当事会社間で定めた一定の 日とされた

ことか ら， その効 力発生 日が利害 関係 人 に とって も容 易 に知 り得 る ように公告

する こと とし，期 日の変更 や中止す る場 合 に も，そ の旨の公告が 必要 になった。
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